
第１ はじめに

第７次エネルギー基本計画(原案)が令和6年
(2024年)12月経産省から発表されました。こ
の原案は意見公募を経て3月までの閣議決定を
目指すと伝えられています。その概要と批判
は、以下の通りです(なお、原告団のパブコメは1
月25日付で提出しました。17頁をご覧くださ
い)。

第２ 計画に対する批判
１ 電源構成見直しの誤り

2040年度分は再エネ4～5割、原子力2割、火

力3～4割と見積もりしているが、福島原発事

故の反省と教訓から、原発の安全性確保を前

提として再エネを主力電源とする方針と矛盾

する。電力需要増加分は原発に依存せず、再

エネの比率を上げることによって対応すべき

である。また、原子力2割の一部を60年超え老

朽原発に担わせるのは安全性の原則に違反す

る。そもそも原発の再稼働は予定通りに進展

をしておらず、2割の需要見通しには無理があ

る。原発依存の電源構成を見直すべきである。

２ 原発政策について

(1) 原発依存度低減の不当な削除

① 計画原案は、第5次及び第6次計画が福島

原発事故の真摯な反省に立って宣言した

「可能な限り原発依存度を低減する」と言

う文言を削り、逆に「必要な規模を持続的に活

用していく」と居直り、原子力最大活用に時

代錯誤とも言うべき誤った舵を切った。

これは、本原案が「福島原発事故の悲惨

な事態を繰り返してはならない」「事故へ

の真摯な反省は決して忘れてはならない原

子力政策の原点である」と謳っている基本

姿勢に真っ向から背反するものであり、い

わば二枚舌とも言うべき計画立案と言わざ
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るを得ない。

② 計画原案は、原発依存度低減の文言削除

理由について、ウクライナや中東の国際情

勢の変化、DXやGXの進展に伴う電力需要

の増加などを列挙する。

※ DXとは、デジタル技術を活用して、企業や社会

を変革し、競争力を高めて、人々の生活を改善

する戦術を指す。

※※ GXとは、化石燃料の使用をできるだけ減らし

てクリーンなエネルギーを活用するための変革

と活動を指す(脱炭素、エネルギー安定供給、経

済成長を達成するため、原発再稼働の促進、新

増設・建て替えの復活、運転期間の延長、次世

代革新炉の開発などを推進する政策)。

しかし、計画原案は、このGX方針を十分

な国民的議論を尽くすことなく無批判的に引

き継いだものであり、第6次計画との政策的

継続性及び整合性を無視したものであって不

当である。その背景には、原発回帰を急ぐ経

産省の思惑と経団連(電事連)の利権優先の意

図が透けて見える。

(2) 原発の新増設と建て替えについて

① 原発の新増設は、長期の建設期間、巨額

の建設費を要することから、電力需要に対

応できないことを明らかであり、計画の実

現性は極めて低い。

② 原発の建て替え場所を同一原子力事業者

の原発敷地とする方針は、建て替えの拡大

解釈であって許されない。福島事故反省の

原点に立ち戻って原発の新増設・建て替え

は全面禁止すべきである。

第３ 核燃料サイクル政策について

１ 六ヶ所再処理破綻の現状を無視している

(1) 計画原案は、「プルトニウム利用を基本

方針」としており、「六ヶ所再処理工場とMOX
燃料工場の竣工は必ず成し遂げるべき重要課

題として取り組む」と明記している。しかし、

工場は事故・故障のトラブル続きで、竣工延

期を繰り返し、設工認も難航していることか

ら、竣工の可否は全く不透明である。

(2) 高速増殖炉計画が破綻し、プルサーマル

計画も停滞している状況のもとで、六ヶ所再

処理工場を竣工(本格稼働)させることは、プ

ルトニウム余剰を加速させ、法が定める再処

理の平和利用目的要件違反の事態を招く。

(3) 再処理の破綻が明らかで竣工すら危ぶま

れているのに、その現実を忘れてMOX燃料工

場の竣工を重要課題とする計画は「ドブに金

を捨てる」類の愚策である。

(4) 六ヶ所再処理工場の立地条件は劣悪で技

術も未確立であることから、重大事故発生の

危険性がある上、再処理総事業費は巨額化し

(15兆1000億円)経営の採算性もおぼつかない。

(5) まとめ

以上のように、六ヶ所再処理事業の破綻は

明らかで、本来の目的である資源(使用済燃料)

の再利用など不可能であるにもかかわらず、

原発の延命に固執して、相変わらず本工場の

竣工を重要課題と位置づける本計画原案は、

できもしない計画を並べた「絵に描いた餅」

以外の何物でもない。

※本工場で再処理を行う使用済燃料の種類は、事

業申請書によると軽水炉用に限定されている。

ところが計画原案はMOX使用済燃料の再処理を想

定している。これは極めて荒唐無稽な方針と言

わざるを得ない。

第４ 高レベル最終処分問題について

１ 計画原案は、中間貯蔵を促進し、施設か

らの使用済燃料搬出先を六ヶ所再処理工場と

する方針を明記した。

そして、むつ中間貯蔵施設での貯蔵期間は50

年と定められているので、その後の搬出先確保

のため、再処理工場の40年を超える長期利用を打

ち出した。

２ 海外から返還された高レベル放射性廃棄

物の貯蔵期間は30年から50年と定められてい

るが、最終処分場の選定が難航しており、期

限内の搬出は不可能な状況にある。

３ このように、むつ市・六ヶ所村を含む青

森県が使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄

物の最終処分場になる恐れを払拭できないが、

計画原案はこの点の不安解消について何ら納

得のいく方針を提示していない。

第５ 最後に

計画原案は、できもしない計画をさもでき

るかのように装い、虚構で固めた机上の空論

である。

よって、原案は撤回して抜本的に見直し、

福島原発事故の原点(脱原発・核燃の廃止、再

エネの促進)に立ち戻るべきである。
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はじめに

前回9月27日の裁判(進行協議)で裁判長から

被告準備書面(18)の「中位段丘堆積層」の下

部にある六ヶ所層の堆積以降は地層に変形を

示さず水平に堆積しているから、地表の向斜

構造は認められない(六ヶ所断層の存在と活動

を否定)という主張に対する反論と、被告が以

前出した「六ヶ所断層」を否定する「準備書

面(5)」に対する再反論をするよう指示があり、

原告らが最終的に整理反論した準備書面(214)

です。裁判長は丹念に準備書面を読み込んで、

「六ヶ所断層」にかなり関心を抱いている印

象です。

１ 六ヶ所断層が存在することを示す層面す

べり断層

(1)日本原燃による出戸西方断層の南側部分に

ついての調査

日本原燃は、Z測線のさらに南側にある大露

頭(後述の露頭4)についての地層観察調査、及

びその周辺でのトレンチ掘削による調査をお

こなっており、その結果が審査会合の資料中

に示されている。

(2)地形面の変形と露頭でみえる地下の地層の

連続と傾き

渡辺満久教授は、海成段丘面M1と海成段丘

面M2の地形・地質断面を示し、六ヶ所断層の

存在について説明している(図2)。なお，M1面

は約12.5万年前の浅海底がおもに地盤の隆起

によって陸地化したものであり、M2面は約10

万年前の浅海底がおもに地盤の隆起によって

陸地化したものである。
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図3をみると、a地点からb地点

まで0.6°とほとんど水平に近い

状態で広がっていたM1面は、b地

点からc地点にかけて1.8〜2.0°

に傾きを増している。c地点にす

こしギャップ（地層のずれ）が

あって、その東側（海側）c地点

からd地点にかけてM2面がM1面に

覆いかぶさるように堆積してお

り、そこでのM2面の傾きは1.3°

となっている。

c地点からd地点にかけての地下

の構造を明らかにしているのが、同じく上記

論文中の図2の露頭4である。

露頭4のスケッチから得られた情報をまとめ

ると，東へ1.3°傾くM2面の下には，東へ2.0°傾

くM1面が分布しており、東西幅約1km(図3中の

b地点からd地点まで)にわたってM1面が東へ2.

0°という異常な傾斜で傾いていることがあき

らかになった。このような構造は、M1面が傾

いて存在しているところに、M2面を構成する

砂の層が水平にぶつかるように堆積し、さら

にM2面も撓曲していることを示している。

ここまでで、地形面の変形に加えて、露頭4

における地層観察によって海成段丘(M1)を構

成する砂の層が変形をうけながら地下へ連続

することがあきらかになった。またM2面も変

形をうけていることがわかった。これは、M1

面およびM2面を変形させる活断層(六ヶ所断層)

が地下に存在することを意味する。

(3)イ断層は10万年前の地層を変形させる逆断

層＝層面すべり断層である

日本原燃のトレンチ調査でみつかっ

た小さな逆断層(イ断層)が六ヶ所断

層の存在を示す強力な証拠である。

「ところで、図3を見ると、地点c

付近で東側が2m程度隆起している

ように見える。ここに、東上がり

の活断層が想定できる。それは、

日本原燃のトレンチ調査によって

確認されている。日本原燃の記載

によれば、地点c付近において東へ

傾く新第三紀層の層理面にそって

逆断層運動が発生していることが

図示されている。その鉛直変位量

は約0.8mとされているが、筆者が

見る限り、その2倍程度はありそうである。

M1面の鉛直変位量は2m以上あるので、この

断層だけでは高度差を説明できないかもし

れない。しかし、鉛直変位量の計測の仕方

によっても数値は異なるし、別の活断層が

存在する可能性もあるので、矛盾はない。

なお、X—Y周辺では、多数のボーリング調

査が行われ、複数の地形・地質断面図が作

成されている。これらによれば、六ヶ所撓

曲と一致する範囲で新第三紀層が東へ傾斜

していることが明示されている。この新第

三紀層を東へ傾斜させる運動が「活きてい

る」から、層面すべり断層が発生するので

ある。」

トレンチ調査がおこなわれ、図5のような結

果が得られている。
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図3 M1面とM2面の変形を示す地形・地質断面（図2のX—Y）

図5 露頭4付近のトレンチ調査の地形・地質断面図



M1面を構成する12.5万年前の砂の層(うす緑)

が分布して、その上にM2面を構成する10万年

前の砂の層(うす青)が堆積し、さらにそのう

えにローム層がある。M1面の地層の傾きは2.0°、

M2面の地層の傾きは1.3°となって、これらは

図3とまったく同じ値である。図3のc地点にあ

たる位置に断層（イ断層）があり、地層を変

形させ地面の食い違いを生じさせている。そ

の西側にも2本の断層(ロ1断層、ロ2断層)が記

載されていて、こちらの方は地層を変形させ

ていない。

イ断層、ロ1断層、ロ2断層ともに海側(東側)

に傾き下がっており、海側(東側)の地面(地盤)

が持ち上がる逆断層であると日本原燃の資料

に記載されている。この点は出戸西方断層と

は異なっているので、日本原燃はこれらの3本

の断層は出戸西方断層の延長ではないと結論

している。さらに、日本原燃の資料には、イ

断層について「段丘堆積物の基底及びToyaに

変位・変形を与える」と記載され、イ断層が1

2.5万年前の砂の層(M1面の構成層)と11.5万年

前に噴出した洞爺火山の火山灰をふくむ10万

年前の地層(M2面の構成層)を変形させる活断

層であることがあきらかにされている。

イ断層付近のスケッチ（図10）をみてみる

と，下の方の立ち上がった古い地層（新第三

紀層）中の地層と地層の境界がずれ動かされ

て，上に堆積した新しい地層をも変形させて

いる様子が逆断層として記載されている。地

層の変形量は1.5〜1.8mで，古い地層の変形量

がより大きい。イ断層は層面すべり断層とい

われるもので，10万年前以降に動いたことが

あきらかな活断層である。

(4)イ断層を動かしている主断層は六ヶ所断層

である

層面すべり断層は単独で動くことはない、

副次的な断層であるから、それを動かす主断

層をともなっている(図11)。主断層が動くと

地層と地層のあいだの弱い部分がずれ動いて

層面すべり断層が生じることがある。このイ

断層の場合は、近くに出戸西方断層と六ヶ所

断層があるが、イ断層を掘り出した地点は出

戸西方断層の南端より南側にあるので、そこ

には出戸西方断層は存在しない。したがって、

イ断層を動かしている主断層は六ヶ所断層で

ある。

(5) 地形の変化と地下構造の変形が一致して

いる

尾駮沼の北側の地域の詳細なボーリング調

査で、地下の地層が大きく曲がっていること

が明らかになっている。地面(海成段丘

面)の変形と地下の変形の場所が完全に

一致している。地面が変形している場所

を、渡辺教授は六ヶ所撓曲と呼んでいる

(図12)。

六ヶ所断層が動くことによって、古い

地層(新第三紀層)が押し曲げられ、六ヶ

所撓曲が形成される。新第三紀層が押し

曲げられることによって、地層境界がず

れ動かされて生じるのが、イ断層のよう

な層面すべり断層である。イ断層は10万

年前の地層を変形させているのであるか

5

図10 10万年前以降に動いている層面すべり断層（イ断層）

図11 逆断層運動による層面すべり断層の様子



ら、新第三紀層は10万年前以降にも押し曲げ

られ続けているのである。このように、イ断

層は、六ヶ所断層が10万年前以降にも活動し

ていて、六ヶ所撓曲を成長させていることを

示す根拠といえる。
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図12 層面すべり断層（イ断層）は六ヶ所断層の存在の根拠

図13 日本原燃による鷹架沼南岸の地形・地質断面図

２．鷹架沼南岸の露頭調査について

(1)被告及び日本原燃の主張

被告は，「六ヶ所層(R)」の堆積以降は、地

層が変形を示さずほぼ水平に堆積しており、

この向斜構造は後期更新世以降(約13万年前か

ら12万年前以降)の活動はないと考えられるこ

とを根拠に、原告らの主張する、いわゆる

「六ヶ所断層」は存在しないとか、仮にこれ

が存在するとしても、後期更新世以降に活動

しておらず、「震源として考慮する活断層で

はないと主張する。



(2)原告らの反論

図15は、地震波探査の結果とボーリング調

査をもとに作成された地質図を縮尺等を合わ

せた上で重ね合わせたものである。図示され

ているのは、図16の赤い四角の範囲である。

渡辺教授は、「原燃はS3全体と海成段丘面

構成層はほぼ水平に分布しており、非対称な

向斜構造は活断層ではないと結論した。とこ

ろが、このS3下部層は、ほぼ水平に堆積する

部分もあるが、数〜10度程度東方向へ傾斜し

ていることも図示されている。したがって、

日本原燃が図示したように、S3全体がほぼ水

平に連続してゆくとは限らない。」と、現在R

層(六ヶ所層)と日本原燃が呼んでいる層全体

が全体としてほぼ水平に分布しているとは言

えないと述べている。

３ 大陸棚外縁断層について

(1)下北半島の沖合にはこんな巨大な崖が続

いている

(2)日本原燃による断層評価線の引き方は恣

意的である

(3)大陸棚外縁断層と六ケ所断層は連続している

国が認めている出戸西方断層は、そのごく一

部が地表面に現れた部分に過ぎない

・問題となっているのは大陸棚外縁断層と

六ヶ所断層

・大陸棚外縁断層は東大出版会の「日本の

活断層」に載っている。

・古くは、米倉教授、宮内崇裕千葉大学教

授(原告準備書面101)、近時には池田安隆

教授(原告準備書面117.118.151.198)が、

その活動性を認めている。

・六ヶ所断層は渡辺満久教授が発見した。

(4)結論

・大陸棚外縁断層と六ヶ所断層とは、その

位置関係や運動方向性からも、連動し、

同時に活動する可能性がある。

・その場合には、距離的には100キロを超え

るような断層運動を引き起こし、その場

合にはM8を超える地震,2000ガル程度の地

震動を引き起こし、能登半島地震の例を

見れば、一時に５メートル程度の地盤隆

起を引き起こす可能性がある。

・本件施設の耐震設計、さらには、レッド

セル内の機器の耐震補強が不可能である

ことも考え合わせると、このような地震

に対して、本件施設の耐震安全性を確保

することは到底不可能であることは明ら

かである。
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図15 鷹架沼南岸の地形・地質断面図

図16 反射法地震探査結果(LineA)



２ 「社会通念論」批判

(1)社会通念は後付けである

① 原子力規制委員会・原子力規制庁が、

社会通念という言葉を使用して火山ガイド

や火山に係る審査の説明をし始めたのは、

2018(平成30)年3月7日付の「基本的な考え

方」からである。

② しかし、火山ガイド策定時や川内原発の

基準適合審査時においては、公開された記

録上、誰一人として、破局的噴火のリスク

が(ましてや巨大噴火のリスクが)社会通念

上許容されている旨述べてはいない。櫻田

氏も、それまで「社会通念」という言葉を

使用して考え方を整理したことはなかった

と証言している。

むしろ、更田豊志委員は、新規制基準検

討チームにおいて、「(火砕流のようにそ

こにいる人がみんな死んでしまうようなも

のに対してまで原発を防護する必要がある

のかという質問に対して)立地不適切とい

うのは立地不適なのだと思うのです。…全

滅してしまうから、じゃあ、あってもなく

ても関係ないと、そうではないのだろうと

思います」と述べ、島崎邦彦委員は、審査

会合で、モニタリングについての判断基準

が少しでも安全側になるよう事業者に働き

かけ、田中俊一委員長は、記者会見や国会

答弁で、火砕流が到達する前に原子炉を停
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準備書面（２１５）

火山事象に対する証人尋問結果

弁護士 中野 宏典

１ はじめに

今回の準備書面は、中野代理人が、これまで

行った証人尋問の結果に加えて、川内原発に関

し福岡高裁で行った原子力規制庁の安池由幸

(火山ガイド原案作成者)及び櫻田道夫(新規制

基準策定の統括者)の証人尋問をもとに、火

山ガイドの不合理性の主張を整理したものです。

60頁にわたる大作ですので、詳細は原告団のホー

ムページを読んでいただくとして、本稿では、

目次の紹介と特に「社会通念論」批判の部分を

要約し報告とします。



止して核燃料を搬出する旨繰り返し述べて

いた。これらは、当然ながら、破局的噴火

のリスクを当然の前提として、何らかの対

応によってそのリスクを低減しようという

態度である。

③ また、2014(平成26)年8月25日のモニタ

リング検討チーム第1回会合を始めるに当

たっては、「万が一異常な状況が認めら

れた場合、原子力規制委員会としては、

安全側に判断し、原子炉の停止を求める

などの対応を行う」という姿勢も示され

ている。原規委としては、少なくとも破

局的噴火による原子力災害のリスクは、

万が一にも容認できないという考え方で

基準適合審査に臨んでいたはずである。

安池氏が証言したように、火山ガイド

の原案は、社会通念や一般防災云々はまっ

たく考えずに作られているし、新規制基

準検討チームの中でもそのような議論は

なかった。

社会通念は、原規委がモニタリングの実

効性を勘違いして川内原発の設置変更許

可処分を出してしまったこと、福岡高裁

宮崎支部に、火山ガイドは不合理と断じ

られたこと、そして、福岡高裁宮崎支部

が、同時に、社会通念論を作り出したこ

とによって、これを奇貨として、後付け

で正当化するために持ち出した概念に過

ぎない。

(2)超巨大噴火のリスクを国民は許容してい

るのか

櫻田氏は、火山ガイド策定当初から、巨

大噴火のリスクについては社会的に許容さ

れていると考えざるを得ないという印象だっ

た、国民が本当にそのリスクを許容してい

るかどうか、調査検討するまでもないと証

言する。また、一般的な科学施設とか、危

険な施設と原発の安全を同列に考えてはい

けないという理屈が分からない、などとも

証言している。

この点について、巽氏は、「非常に印象

論であるというふうに考えます。社会通念

に関しては、我々を含め、国民のリテラシー

(※特定の分野に関する知識やその知識を活

用する能力を指す)といいますか、こういう

火山現象や噴火現象に関する基礎知識が充

実した上での議論だというふうに考えます。

今、例えば、こういう超巨大噴火に関する

リテラシーが十分にあるというふうには思

えません。」「どういう危険性があるのか、

それがなぜかということをきちんと世の中

に対して、我々科学者のみならず、国とし

て説明していくことが大事だというふうに

考えます。」として、リスクを定量的に評

価すべきことを述べている。

櫻田氏の、国民がそのリスクを許容して

いるか、調査検討するまでもないという証

言に対しては、「不適切だというふうに考

えます」と断じている。

これまでの裁判例においては、しばしば、

国民が、破局的噴火のリスクを考慮すべき

という社会通念が形成されているとは認め

られない、という論法で、破局的噴火のリ

スクを容認する判断が散見されてきた。

しかし、これは論理が逆転している。確

立された国際的な基準によれば、10 ない

し10 程度のリスクは、こと原発に関して

は考慮すべきとされているのであるから、

百歩譲って、社会通念によってそのリスク

を容認しようというのであれば、明確に、

社会としてこれが容認されていると考えら

れるだけの根拠が示されなければならない。

このような論法によって、考慮すべき災害

を考慮対象外としてきた原子力行政の果て

に、福島第一原発事故が発生したというこ

とを、絶対に無視してはならない。

詳しくは→
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１ 被告・原子力規制委員会

・準備書面(24)を提出

原子炉等規制法は、事業指定(変更許可)、

設工認、使用前確認の各段階の規制を設け

るという段階的安全規制を採っており、事

業指定段階での審査事項は基本設計である

から、司法審査の対象も基本設計のみに限

定される。レッドセル問題は詳細設計(設工

認)の範ちゅうに属する事項であり審査の対

象外である。

・次回は「六ヶ所断層」に関する再反論の予

定。

２ 参加人・日本原燃

「六ヶ所断層」の存否に係る調査検討に関

する準備書面を提出する予定。

2025年3月21日(金)

午後1時30分～進行協議(事前申し込みが必要)

午後２時～口頭弁論

提出予定準備書面

① 被告準備書面(24)に対する反論の準備

書面

② 大陸棚外縁断層に関する準備書面

③ 火山関係の準備書面

多数の傍聴をお願いします。

次々回以降の予定

2025.6.27／9.26

被告・原子力規制委員会と

参加人・日本原燃の主張と次回予定
次 回 裁 判 の 日 程

内藤 隆 弁護士 逝く

原告団にとってかけがえのない内藤隆弁護士が去る1月6日、ご病気で逝去されました。先生

は核燃4裁判の代理人を最初から担当してくださいました。法廷でも集会でも舌鋒鋭い理論家で、

普段はにこやかに接してくれる温厚で良識を兼ね備えた市民派運動家でした。旭化成のウラン濃

縮施設やもんじゅ訴訟、核燃サイクル訴訟を手がけ、オウムの破防法適用に反対するなど多くの

人権事件を手掛けてこられました。享年75歳弁護士としてはこれからの活躍が期待されていたの

に、本当に惜しい人権派弁護士を失いました。天上にあっても原告団の運動を見守り続けてくだ

さい。ご冥福を心からお祈りします。

（代表 浅石紘爾）

訃報

内山田 康氏(社会人類学者、筑波大学名誉教授)

2024年9月27日の裁判を傍聴していただき、2025年１月10日に浅石代表に会いたいと申し出があっ

た。浅石代表は予定があり、山田が面談することになった。この寒い時期に、車でむつ市まで行くメ

ンバーと一緒の旅行の途中ということだった。

内山田さんはフランスにも度々行っていて、コジェマ時代、アレバ時代、オレガ時代を見てきて、

原子力推進側が言ってるのは「どんな反対運動もやがてなくなるので、しっかりやろう」だそうだ。

今、青森の核燃反対闘争の弱みは後継者不足に尽きる。推進側が絶望するくらい、青森で反対する

人を増やす必要を強く感じた。(事務局長 山田清彦）

原 告 団 を 訪 れ た 人



事務局長 山田 清彦

１年掛けて作ったパンフレット『再処理工

場の核惨事－ すべてのいのちを守るために』

の作成メンバーが、原子力規制委員会の審査

担当者等と交渉しました。交渉後の話し合い

には、再処理の問題に関心のある国会議員に

も声掛けし、福島みずほ参議院議員と佐原若

子衆議院議員が参加しました。

この問題を市民だけで話し合っても埒が明

かないのですが、地方に国会議員が来てくれ

ないので迷走状態でした。そこに参加頂いた

のが山崎誠衆議院議員です。そのことをきっ

かけにして、2024年7月2日に六ヶ所再処理工

場の視察、2025年1月21日に東海再処理工場の

視察が企画されました。市民だけでは拒否さ

れる視察も、国会議員となら一緒に同行でき

ます。今度は、佐原若子衆議院議員に六ヶ所

再処理工場見学をお願いし、それにも同行し

たいと考えています。

12月5日の交渉は、第2衆議院会館の第1会議

室で行われ、東京近辺の市民の参加もあり、

40名位になりました。当日の交渉は、「20241

205 UPLAN【第1部・第2部】原発・核燃サイク

ルの中止を求めて 省庁・全国市民・議員の院

内集会」で配信してますから興味のある方は

見て下さい。

パンフレット作成メンバーの関心事は、高

レベル廃液の蒸発・乾固であり、今回の交渉

もそのためです。

質問１ 高レベル廃液の貯蔵量を211㎥と聞い

ていたが、最近になって245㎥と報告があっ

た。高レベル廃液量の変動が生じる理由は？

回答１ 質問の廃液量の変動は、六ヶ所再処

理施設を管理するために必要な設備の運転

により、経常的に高レベル液体廃棄物が発

生していること、高レベル液体廃棄物を均

一に保つために水及び硝酸を定期的に供給

しているためです。

また、ガラス固化の対象である高レベル

廃液は、高レベル液体廃棄物を指すものと

承知していますが、高レベル液体廃棄物に

は不溶解残渣廃液及びアルカリ濃縮廃液が

含まれると承知しています。

原子力規制委員会としては高レベル廃液

の全体の量は、年に一回報告を受けること

になっており、ホームページで公開はして

います。だいたい5月ぐらいに提出がありま

す。

質問２ 高レベル廃液が蒸発乾固するとどう

なるかは、NRA JAPANが出している

「再処理施設における高レベル濃縮廃液の

蒸発乾固の事象進展の整理、令和５年11月2

1日」という資料があります。セシウムに関

しては550度、テルルに関しては700度、モ

リブデンに関しても700度ということで、こ

れが最終版じゃない。進捗状況はどうなっ

てますか？

回答２ 今どのくらいまで温度を見るとか、

安全対策がどうとか、まだそこまではいっ

てなくて、基礎データを取っている段階で、

そこまで研究が進んでいないのが実状です。

質問３ 約6万頁の設工認の審査資料の間違い

が3100頁あって、いつ頃完全版が出るのか？

回答３ 設工認が最終的に認可される時には

一式揃ったものが出ると思います。

以上の質疑の中で、3番目はいきなりの質問

でしたので、応える方が正直に言ったのだと

思います。つまり審査の過程で出るのではな

く、「審査が終る頃にまとめて出る」という。

これに刺激されて、年末年始を約6万頁のチェッ

クに当てました。

なお、東海再処理工場では、ちょっと想像

できないような議論が行われていたようです。

JAEAは廃止措置を決定した際に高レベル

廃液について、①新規に廃液貯蔵施設を建設

する、②隣接する施設に廃液を移す、③廃液

を仮焼きして乾式キャスクで貯蔵する、④ガ

ラス固化を外部委託する、ことを検討してい

ましたが、いずれも実現性がなく、結局今の

施設をそのまま使うことにしたそうです。東

海再処理工場でのガラス固化が不調であれば、

六ヶ所再処理工場も動かせないということに

なると思います。
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2024年11月30日、前日からの悪天候の中、

青森市民ホール(リンクモア平安閣)で、「核

のゴミから未来を守る青森県民の会」と「原

子力資料情報室」の主催で『核ゴミいらない

青森フォーラム』が開催されました。

青森県が1985年4月に、核燃料サイクル施設

(3施設)立地要請の受諾を表明してから40年。

核燃料サイクル事業の経緯、現状、見通し

を検証し、改めて事業の白紙撤回を目ざし、

運動の一層の拡大・強化をはかるために、

核燃料サイクル40年の大誤算の検証事業を行

うことを2023年11月に決定しました。

その事業の一つが、今回開催の「核ゴミい

らない青森フォーラム」です。

「核燃サイクル施設の経過、反対運動の検

証」、そして「若者が未来を自由に描き、夢

実る青森県をつくるために・・」の内容をど

うするか、約1年間、事務局や運営委員会(企

画委員会)での相談を何度も行い、開催にこぎ

つけました。

この集会では今までにない試みとして、会

場のロビーで、これまでの反原発・反核燃の

ポスターやパッチワークの展示、生協連によ

る健康チェックコーナー、布絵本の展示、青

森の伝統工芸品(菱刺し・裂織・一閑張など)

の展示・販売、りんご・農産物加工品や書籍

の販売。生活クラブ生協や自遊木民族珈琲の

コーヒー等の販売を行いました。パネラーの

方々のブースもあり、とても賑わいました。

■第一部

◆パネルディスカッションその１

これまで青森県内で反対運動に関わってき

た6人。

今村修・荒木茂信・菊川慶子・浅石紘爾・

赤平勇人・野坂庸子各氏から原子力政策の関

連施設誘致の経過、それぞれの活動の歴史や

現状が報告され、ディスカッションが行われ

ました。

原告団の浅石紘爾代表は「裁判闘争の意義

について、再処理は瀕死状態にある、原点に

立ち戻って一歩一歩地道な戦いを積み重ねて

行いかなければならない」と。野坂庸子さん

(中間貯蔵施設はいらない！下北の会代表)は、

『９月に使用済核燃料が搬入され、長い「見

守り」が始った。次の世代にどうつなぐか、

これからが活動のスタートだ』と述べました。

◆核のゴミ問題提起

原子力資料情報室松久保肇事務局長から

『青森県に集中する核のゴミ政策を問う』と

題して、「まずは原発をとめて、ゴミを出さ

ないことが大切」と訴えました。
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「核ゴミいらない青森フォーラム」終える

知ること・怒ること・半径５メートルを変えることから

核燃料サイクル破綻・４０年の検証～あずましい青森を創ろう！
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■第二部

◆「福島事故、終わっていないでぇ～、地方

をバカにするのもええ加減にせぇ！」

夫婦漫才コンビ、おしどりマコ・ケンさんの話

福島原発事故後、1600回を超える東電の記

者会見に臨み、現地にも頻繁に足を運び、そ

の模様を軽快に話します。

「『世の中を変えていくためには、自分の

生活の半径5メートルを変えていくこと』をモッ

トにしている」と締めくくりました。

◆パネルディスカッションその２

「みんなの力で、あずましい青森を創ろう」

と「私たちはこんな青森を創りたい」をテー

マに、コーディネータは、YAMさん(山内雅

一さん)とおしどりマコ・ケンさんが務めまし

た。

●宮永崇史さんは弘前大学で実施している

「青森の多様性と活性化‐原発・核燃と地域

社会‐」の講義を例に、学生とともに学ぶ・

考える事例を紹介しました。

●「自由木民族珈琲」を営み、マーケットキャ

ラバン主宰の板橋諒さんは、汗をかき自然と

向き合いながらの生活の楽しさを語りました。

●薪ストーブ屋を営む石村真弓さんは「反核

燃の2世です」と自己紹介。青い森という名に

ふさわしい、森林資源に恵まれた青森。その

資源を活かして原子力でなく、原始からある

燃料を勧める仕事をしていていると。薪ストー

ブには森林整備など、見えない労働も大切だ

と。

●哘清悦さんは、高校生の時の宿題にあった

「私の幸福論」について考えているうちに、

故郷と農業の魅力に気づき、会社員をやめて

就農することを決意。「県民一人一人がよく

考える青森を創りたい」、「農業で静かに快

適に暮らしている人がいる青森を創りたい」

と。

●平葭健悦さんは、離農等で耕作されなくなっ

た農地を借り受け、田畑で自然栽培に取り組

んでいます。

●生活クラブ生協の棟方千恵子理事長は、

「安心安全な社会を未来の子どもたちに繋げ

ていきたい」という思いで、食や環境問題へ

の取組みや脱原発運動などを続けています。

6人のパネラーのみなさんは、自分の生活・

仕事をとても楽しみながら、そして未来を見

据えて生活している姿がとてもかっこよく素

敵でした。

フォーラムは10時～16時までという長丁場

で、内容も盛り沢山と欲張り過ぎでしたが、

参加者は飽きることなく、「講演もパネルディ

スカッションも良かった」「ブースをもう少

し見て歩いたり、交流できる時間が欲しかっ

た」などの声がありました。

核燃の反対運動・集会は若い人に敬遠され

がちですが、今回少しですが、多様な考えや

運動を知ることができたり、新しい視点で、

生活・社会を創ろうとしている人に触れるこ

とができたのではないでしょうか。

これを繋いでいくことが、これからの課題

ではないでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★「核ゴミいらない青森フォーラム」の模様はユー

チューブ配信されています。

〔URL〕http://kenminnokai.shop

★当日のプログラム（資料）も事務局にあります。

希望の方は連絡下さい。

「核のゴミから未来を守る青森県民の会」

miraiomamoru.kenminnokai@gmail.com

原告団運営委員・県民の会事務局 伊藤和子
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軽快にお話する、
おしどり

マコ・ケンさん



衆議院議員 原告 佐原 若子

私は生まれも育ちも青森です。地域の未来

を心から思い、国会議員としての挑戦を決意

しました。東北は日本の誤った政策の歴史の

中で、人を、自然を、電力を送り出してきま

した。残されたのは“核のゴミ”です。そし

て今、「核燃料サイクル」という危険な計画

が青森に存在しています。チェルノブイリ事

故の後、私はいろいろなことに気づきました。

「核燃料サイクルを阻止する」ことは、東北

から国会議員として選出された私の使命です。

皆さんとともに積み重ねてきた核燃料サイク

ル阻止にむけた活動の実績と思いを胸に、地

域を守り、日本を守り、未来の世代に安心で

きる故郷を手渡すために力を尽くす覚悟です。

青森における核燃料サイクルの推進は、も

はや地域の問題にはとどまりません。これは

日本の課題であり地球規模での環境問題と直

結しています。原発事故のリスクや放射性廃

棄物の処理問題は、私たちが避けて通ること

のできない問題です。原発は犠牲の上に成り

立っているものです。決して許されません。

青森は長年にわたってその不安と向き合い、

適切な対応がされない現実を抱えています。

核燃料サイクルを拒否する私たちの行動は、

単なる地方の問題ではなく、未来を考えた国

家の選択であるべきです。これは地域にとっ

て、そして国家にとって、持続可能な社会を

作るための重要な一歩になります。地域がも

つ特色を活かし、地域と共生する産業の発展

こそが私たちが目指すべき道です。青森にも

農業や漁業、観光業など豊かな自然を活かし

た産業がたくさんあります。これらを活かし

た産業を伸ばし、核燃料サイクルに依存せず

に地域経済を活性化させることは、青森の未

来を築く鍵であると確信しています。

日本の社会は、人々が共に助け合い思いや

りにあふれるマインドを備え持っています。

そして地域社会には、結束と誇りがあります。

人々が協力し互いに支えあう力は、ふるさと

を守り発展させる原動力です。着実に発展さ

せるためには地元産業の振興策や環境にやさ

しい技術の導入、再生可能エネルギーの活用

など、地域に根ざした政策が求められます。

私には、地域の力を最大限に引き出し、活か

し、未来に向けて希望をもてる強い社会を作

る責任があります。

そのためには核燃料サイクル推進を止める

声を国会に届け、全国的な議論を巻き起こす

必要があります。私は皆さんとともに声あげ、

より安全で持続可能な社会を実現するために

力を尽くします。

今、日本は重大な転換点に立っています。

私たちの青森が今後どのような未来を選びど

のような地域社会を築いていくのか、それは

日本の未来そのものと言えます。今、その舵

は私たちの手の中にあります。青森における

核燃料サイクル阻止を実現し、ふるさと、そ

して地球の未来を守るために歩みだしましょ

う。

国会では経済産業委員会に所属しています。

経産省が掲げるミッションには『その提案は、

世界に誇れるか。その取組は、国民に誇れる

か。その行動は、自分に誇れるか。』とあり

ます。日本の政策は誇れるものなのか、これ

からを担う若いスタッフに問いかけ、私たち

原告団が1988年8月6日以来、積み重ねてきた

正しい選択のための確かなエビデンスを共有

し、正しい舵取りに導き、共に日本を築いて

いきたいと思っています。地域や各界の皆さ

んと手をとりあって、皆が幸せと思える未来

を築いていきましょう。
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寄 稿

青森を守り、日本を守る

そして、未来へとつなぐために

2024.12.19 デーリー東北
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事務局長 山田清彦

2024年7月2日に六ヶ所再処理工場を視察した
脱原発政策実現全国ネットワークは、2025年1月
21日に東海再処理工場を視察した。視察は国会
議員の施設側への要請で実現し、見どころは、
再処理工場の問題に関心のある市民が要請した。

東海再処理工場に立ち入る際の注意で、「金
属探知機があるので、持ち込み禁止」と言われ、
写真撮影と録音禁止が残念だった。施設に入る
際、私のベルトの金具が反応し、外さないと入
れなかった。

六ヶ所再処理工場の場合はこれから稼働する
ので、鉛のガラス越しに見るイメージだったが、
東海再処理工場の場合は廃止措置に入っている
ので、あちこち見せてくれた感じがする。しか
し、ガラス固化施設は現在2号溶融炉が停止中で
あり、殆ど情報が得られなかった。施設内は人
間が立ち入り出来る箇所が3段階に分かれており、
１時間当たり12.5μ㏜までがグリーン、25μ㏜
までがアンバー(琥珀色)、500μ㏜以上がレッド。
我々が入れたのはグリーンで、視察後に作業着
と靴下を測っても放射線測定の針は殆ど動かな
かった。

六ヶ所再処理工場よりは詳しく視察できたと
思っていたが、水戸の県会議員の方が「県で視
察に来たときはもっと見れた」と言っていた。

再処理施設見学の前後の所長らとのやりとり
があり、強調したのは「廃止措置70年で更地に
する」であったが、そんなことは無理でしょう

と思った。
何よりも、これから行う2号ガラス固化溶融炉

の交換が難航しているのに、3号溶融炉で2038年
までにガラス固化が完了する見通しを立ててい
る。しかし、「これまでの実績を見たら、その
先も見据えるべきでないか」と規制庁側から求
められていたことを思い出す。

ガラス固化施設見学の際に私がこの疑問をぶ
つけたら、「毎年60本ずつガラス固化するので
大丈夫」と述べた。そこだけはこれから動かす
が、他は廃止措置に入っているので、緊張感が
違う気がした。

以前、東海のウラン加工施設で臨界事故が起
きた時のことを覚えている方もいると思うが、
あの時点で実は東海村から三沢市に移転した職
員がいたというのを、取材に来たルポライター
から聞いたことがある。それからしばらくして
も、未だに三沢市には「水戸」ナンバーの車が
並ぶアパートがある。東海村での仕事を終えた
職員は、今度は六ヶ所村に第二の職場を求めて
いくのだろう。

六ヶ所再処理工場は稼働しても、事故が起き
ても、対応する人は必要である。この人的補充
のために、日本原燃は次から次と人集めをする
し、そのために給料アップを打ち出している状
況である。但し、その魅力に吞まれてしまうと、
放射能汚染仕事もやむを得ないとなってしまう。

再処理を中止し放射能汚染を発生させないよ
うにすること、次の世代が安全に暮らせるよう
に努めることが、現世代の私たち大人の責任な
んだと思う。

東海再処理工場の視察報告

「六ヶ所村の新しい風」共同代表 遠藤順子

種市信雄さんには、本当にお世話になりました。こ

こに謹んで哀悼の意を表します。

私が種市さんに最もお世話になったのは、反核燃候

補として六ヶ所村長選に立候補した２０１８年６月の

六ヶ所村長選挙の時です。種市さんは ご自宅を私た

ちの選挙事務所として使わせてくださいました。また、

第一声では私の応援のために挨拶をしてくださいまし

たし、ご自分の車を運転して私の街宣についてきて一

緒に街頭に立ってくださったこともありました。泊漁

協の前で私が街宣をしているときも、漁協の皆さんひ

とりひとりに声掛けをしてくださいました。そして、

最終日のマイク納めの時も、私たちと共に最後まで訴

えてくださったのでした。

昨年の9月１日、「六ヶ所村の新しい風」の六ヶ所
行動のために、私たちは種市さんのお宅に集合しまし
た。そして、今までの運動のことや「これから私たち

はどうしていくべきか」などを種市さんにお伺いしま
した。そこで語られたことは、「六ヶ所通信8号」に
掲載されていますが、再処理工場の２７回目の竣工延
期については、「ずっとウソ・ゴマカシの繰り返しだっ
た」と話していましたし、「次の村長選でも反核燃候
補を擁立して闘わなくてはならない」とおっしゃって
いました。

私たちは種市さんに「次の村長選挙の時もよろしく

お願いします。ぜひまた、この場所を選挙事務所とし

て使わせてください」とお願いしたのでした。そして

その後、種市さんも一緒に外に出て、六ヶ所行動の街

頭宣伝をして、一緒に記念撮影をしたのでした。しか

し、それが、種市さんと私たち一緒の最後の六ヶ所行

動になってしまいました。

種市さんには、もっといろいろ教えていただかなく

てはならなかったし、そのために、もっと多くの時間

を共に過ごすべきでした。残念でなりません。

しかし、私たちは今後も、種市さんのご遺志を引き

継いで、再処理工場廃止までがんばり続けていきます。

種市さん、どうか私たちを見守っていてください。

種市信雄さんを偲んで
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第7次エネルギー基本計画(案)に対するパブ

コメを提出しました。以下に「核燃料サイクル

政策」と「高レベル放射性廃棄物の最終処分に

ついて」、「結語」を掲載します。

第３ 核燃料サイクル政策について

１ 再処理政策

「核燃料サイクルの推進」の項（41頁）において、「わ

が国は再処理により回収されたプルトニウム利用を基本方

針としている」、「核燃料サイクルの中核となる六ヶ所再

処理工場とMOX燃料工場の竣工は、必ず成し遂げるべき重

要課題であり、官民一体で責任を持って取り組む」と核燃

料サイクル政策の推進を明記した。

２ 意見

⑴ 竣工時期の遷延

六ヶ所再処理工場(以下、「本工場」という)は、当初19

97年12月の操業を予定していたが、ガラス固化の失敗によ

り延期を繰り返し、設工認も難航していることから、竣工

のメドは全く立っていないのが現状である。本工場の確実

な竣工時期を明らかにすることなく、核燃料サイクル推進

の基本計画など策定できるわけがない。改めて明確な竣工

時期を明示したうえで、計画を見直すべきである。

⑵ 平和目的利用違反

再処理事業変更許可要件(原子炉等規制法44条の2 1項1

号・44条の2)に再処理の平和目的利用義務が規定されてい

るが、現在わが国が保有している44.47トンのプルトニウ

ムは、本工場が計画通り稼働すれば年間約6.6トンがこれ

に累積されていくことになる。

余剰プルトニウム保有は核不拡散の観点から国際的に非

難の的となっており、本工場の変更許可は法律要件に違反

する。

政府は、プルサーマルでプルトニウム削減を意図してい

るが、現在稼働済みのプルサーマル原発はわずか3原発4基

にすぎず、また大間原発の建設進捗率は37％と停滞してい

る現状に照らして、プルサーマル計画が頓挫状態にあるこ

とは明らかである。事業者は12基の原発での実施計画を示

しているが、本計画案の年度内に確実に稼働できる原発と

その稼働時期及びプルトニウム消費量を各原発ごとに明示

されたい。

プルトニウム利用の本命である高速増殖炉計画が破綻し

たことにより、本工場の存在意義は全く失われたにもかか

わらず、本工場の竣工を重要課題とする計画は整合性を欠

く。プルトニウム利用計画を全面的に見直すべきである。

再処理は、資源の有効利用を目的とするとしているが、

その真の狙いは、核兵器材料のプルトニウムを保有し、わ

が国が潜在的核保有能力を保持することによって軍事大国

の地位を獲得しようとすることにあるのではないのか。そ

うでないというのであれば、六ヶ所再処理は直ちに廃止措

置を講じるべきである。

⑶ 本工場では使用済MOX燃料工場の再処理はできない。

本工場で再処理を行う使用済燃料の種類は、申請書によ

ると、BWR及びPWRの使用済ウラン燃料と明記されている。

使用済MOX燃料は対象となっていない。ところが、本計画

案では「使用済MOX燃料の再処理を2030年代後半をめどに

研究開発を進めるとともに、その成果を六ヶ所再処理工場

に適用する場合を想定し、許認可の取得や実運用の検討に

必要なデータの充実化を進める」と明記した。

そもそも使用済MOX燃料は第二再処理工場で処理する計

画だったのである。使用済MOX燃料は軽水炉使用済燃料と

比べてプルトニウム濃度が高く発熱量も大きい。再処理の

技術面、安全対策、最終処分方策等の観点から、本工場の

大幅かつ根本的な設計変更が必要となるが、これは事業変

更許可の範囲を逸脱しており認められない。本工場を想定

すること自体当初の核燃立地要請内容を無視するものであ

り、地元六ヶ所村青森県との基本協定にも違反する。よっ

て、この想定は削除撤回すべきである。

⑷ 直接処分による再処理政策の転換を

使用済燃料の直接処分の推進が謳われているが、実用化

に向けての具体的方策の検討、法制面の規制に着手し、再

処理政策を転換して全量直接処分する方針を明記すべきで

ある。

⑸ MOX燃料工場の建設中止

本工場の竣工すら危ぶまれ、竣工後の安定稼働に大きな

疑問があるにもかかわらず、MOX燃料工場を竣工させる

実益は全くない。使用済MOX燃料の再処理は技術的に

困難であり、再処理施設のメドも全く立っていない。

進捗率わずか37％の六ヶ所MOX燃料工場の建設は直ち

に中止すべきである。

パブコメ提出
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⑹ 安全対策の欠如

本計画案には、安全性確保の具体的記述が欠けている。

本計画案は「原子力の活用にあたっては、安全性の確保

が大前提であり」、六ヶ所再処理工場の「竣工後、安全性

を確保した安定的な長期利用を行うため、官民で対応を進

める(41頁)と記述している。

ところで本工場の立地条件は、自然条件ならびに社会条

件(人為的外部事象)いずれにおいても劣悪であり、とりわ

け地震・活断層対策、火山噴火対策及び航空機落下対策は

喫緊の重要課題である。

例えば青森県が公表した「青森県太平洋側海溝型地震」に

よると、本工場は震度６強の大地震に見舞われることが確

実と報告されているが、本計画立案にあたって、この地震

や産総研が認定した「六ヶ所撓曲」や大陸棚外縁断層の存

在と本工場への影響を地震学や変動地形学の見地から科学

的に検討したのか、したのであればその検討経過と結果を

明示されたい。

⑺ 採算性の欠如

本計画案の年度(3年)内に何基の原発が再稼働し、何ト

ンの使用済燃料が発生するのか。その結果、電力事業者が

支払う拠出金総額はいくらになるのか、そのうち日本原燃

に支払われる委託料はいくらになるのか明らかにされたい。

本工場の保守・維持に要する1日あたりの費用(コスト)

はいくらか。上記拠出金でこの費用を確実に賄えるのか。

その収支を明らかにされたい。

商業用である本工場を将来長期活用すると記述するが、

果たして確実な採算が取れるのか、使用済燃料不足で再処

理機構の財政が破綻したり、日本原燃が破産となるおそれ

はないか。その見通しと根拠を明示されたい。

本工場の総事業費は、15.1兆円に膨れあがり、日本原燃

の経理的基礎が危機に陥っていることは明白である。今後

総事業費が増加する見通しは全くないと考えてよいのか。

３ 高レベル放射性廃棄物の最終処分について

⑴ 本計画案は「中間貯蔵施設等に貯蔵された使用済燃料

は六ヶ所再処理工場へ搬出する方針のもと、……安定的な

長期利用を進める」(42頁)と明記した。

⑵ 意見

本工場の稼働期間は40年(目安ではない)と喧伝され、政

府(2006年．経産省作成の原子力立国計画)、電事連(平成1

6年1月、原子燃料サイクルのバックエンド事業コストの見

積もりについて―第2項「竣工2006年7月から40年間とし」)、

日本原燃等は、この期間を前提に事業計画を策定・発表し

ている。本工場は2006年3月に使用済燃料を使用したホッ

ト試験(アクティブ試験)を実施して事実上の工場稼働を開

始した。それからすでに約19年が経過しており、予定の40

年まで残期間は21年しかない。

① むつ中間貯蔵施設(RFS)

RFSの貯蔵期間は、安全協定上搬入時(2024年9月)から50

年と定められている。したがって、単純計算すると搬出時

に本工場が稼働している保証はなく、使用済燃料は搬出先

を失うことになる。仮に竣工から40年稼働したとしても本

工場が破綻状態に陥っている事実に照らして同様の事態が

想定される。本計画案は、本工場の操業期間中の搬入が達

成不能な事態を見越して、中間貯蔵後の搬出先を確保する

ため40年を超える長期利用を打ち出し、帳尻を合わせよう

とする姑息な便法であり、地元との信頼関係を著しく損な

うものであるから、方針は変更すべきである。

② 海外返還廃棄物貯蔵施設

本計画案は、高レベル放射性廃棄物一時管理施設(海外

返還廃棄物貯蔵施設)におけるガラス固化体等の貯蔵期間

を協定上30年から50年間と定めている。

本計画案は、高レベル放射性廃棄物については最終処分

に向けた取り組みの抜本強化を強調しているが、最終処分

地の選定作業は難航しており、NUMOの説明では建設開始ま

でに20年、創業開始までに30年を要するとされている。

ガラス固化体等は、期限内に六ヶ所施設から確実に搬出

できるのか。「国の約束」を担保する法制度を含む具体的

な裏付けを明示されたい。

第４ 結語

１ 本計画案は、第６次計画以降に、国内外の情勢変化

(ロシアのウクライナ侵略、中東情勢の緊迫化)やDXやGXの

進展に伴う電力需要増加を掲げ、原発、核燃料サイクルの

積極推進に取り組むとしている。その一方で、第６次計画

同様、福島原発の「反省を一時たりとも忘れてはならない」、

「このような事故を二度と起こさないよう努力を続けてい

かなければならない」と明記した。

そうであるならば、原発依存度を高めるのではなく、原

発を全廃し、再生エネに全面的に代替させるエネルギー政

策にシフトすべきである。本計画案は一時的な電力事情に

かこつけて原発回帰を図るものである。３·１１を忘れた

無謀な計画であり、到底許されるものではない。

２ 核燃料サイクル計画は、机上の空論以外の何物でもな

い。できもしない計画は「計画」とは呼べない。その推進

は国民にとって百害あって一利ない。

本計画案は、あくなき原子力利権を追求する政治勢力と

世論に背反した経産省官僚の作文と言わざるを得ない。

よって、本計画案を撤回して抜本的に見直し、福島事故

の反省の原点(原発・核燃廃止、再エネ促進)に立ち戻るべ

きである。



2024年  
10 29 東北電力女川原発2号機：13年半ぶりに再稼働。東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型では初で、東日本にあ

る原発、東日本大震災で被災した原発としても初めて。 
 31 「共創会議」：第3回会合を青森市で開催。資源エネルギー庁は、国や事業者・地元が一体となって進める「共

創事業」の実現に向けた工程表と事業に充当できる25億円（単年度5億円上限）の交付金を提示。立地4市町

村長ら出席者からは異論出ず。 
11 1 日本原燃：ウラン濃縮工場の生産体制拡大は、2027 年度から 2028 年度にずれ込むと明らかにした。電源装置

の部品調達に時間を要するのが要因としている。 
 6 リサイクル燃料貯蔵（RFS）：事業開始に必要な「確認証」を原子力規制委員会から受領した。 
 7 東京電力：福島第1原発2号機で3グラム以下の小石状の溶融核燃料（デブリ）を初回収と発表した。 
 8 種市信雄さん逝去。六ヶ所村泊で「核燃から漁場を守る会」の結成以来、反対を訴え続けてきた。 
 15 原告団：事務局会議開催。 
 17 「反核燃 秋の共同行動 2024」＆「反核燃 産地直売会」を開催。青森からの報告を事務局長、むつからの報

告を栗原さん（青森市・ワラッセ）。 
 20 青森県：庁舎敷地内の中庭に、大津波に備え「電気棟」を建設する方針を固めたと発表した。 
 28 日本原燃：ウラン濃縮工場完成後、30年以上にわたって未交換の部品が約360点あると公表。 
 30 「核のゴミから未来を守る青森県民の会」と「原子力資料情報室」：青森市で「核ゴミいらない青森フォーラム」

を開催（詳細は12頁に掲載）。 
12 5 日本原燃：再処理工場に関わる設備のメンテナンスについて、地元企業の参入拡大を目的とした保全業務見学会

を同工場内で開催。青森県内の企業7社が参加し、設備の点検作業への理解を深めながら、参入の可能性を探っ

た。 
 12 ITER機構（本部フランス）の鎌田裕副機構長：六ヶ所村で関連研究が行われている国際熱核融合実験炉（ITER）

について、原型炉について「日本は必ず造る。その際に六ヶ所以上の候補地はない」と強調した（青森県庁で）。 
 13 日本原燃：完成目標を2年半ほど延期した再処理工場の暫定的な操業計画を公表。再処理のスタートは2027年

度下期とし、貯蔵プール（保管容量99％）にある核燃料70トンを同年度に再処理し0.6トンのプルトニウムを

回収する計画。停止している電力各社からの核燃料受け入れは、28年度に再開可能となる見通し。 
 14 日本原燃：再処理工場で、13 日に高レベル放射性廃液の貯蔵タンクなどに設置している排風機 3台の監視機能

が一時的に停止したと発表。 
 15 原告団：事務局会議開催。 
 18 日本原燃：13日の再処理工場・排風機監視機能一時停止トラブルで、監視できなかった4台のうち1台が故障

と発表。 
 17 経済産業省：「第7次エネルギー基本計画」の原案を公表。11月に事業開始したむつ中間貯蔵施設で最長50年

保管する使用済燃料を、六ヶ所再処理工場に搬出する方針を初めて明記。再処理工場の操業期間は40年が目安

とされてきたが、原案には「長期利用を進める」と記し、中間貯蔵後の搬出先となり得るよう、長期利用を打ち

出して帳尻を合わせた格好。 
 20 核燃裁判。2通の準備書面を提出。被告は「レッドセル」について、「（事業許可の）審査対象とならないことは

明らか」と主張し、訴訟の争点にならないとの考えを示した。これに対し、次回裁判で反論する予定。 
 23 日本原燃：ウラン濃縮工場の生産規模拡大に向けた計画が、経済安全保障推進法に基づく国の認定を受けたと発

表した。2025年度から5ヵ年で計100億円の国の助成を受け、新型遠心分離機の製造や据え付けに充てる。 
 24 核燃料サイクル協議会：首相官邸で開かれ、武藤容治経済産業相は、むつ市の使用済燃料中間貯蔵施設に貯蔵し

た燃料は六ヶ所再処理工場に搬出する方針を次期エネルギー基本計画の原案に記したと報告。宮下宗一郎知事

は「私自身が求めていた回答は得られた。あとはしっかり再処理工場が稼働することが大事だ」と。 
 25 日本原燃・増田尚宏社長：定例記者会見で、原発で使い終えたMOX燃料の再処理を巡り、六ヶ所再処理工場で

「技術上、処理はできる」との認識を示した。同工場はMOX再処理の許可は受けていないが、「許認可や設備

改造に必要なデータを集めたい」と述べた。 
2025年  
1 6 内藤隆弁護士逝去。核燃訴訟の代理人として核燃裁判当初からかかわっていただきました。 
 10 原告団：9月27日の核燃裁判傍聴の内山田康氏来青。3.11以降、世界各地の核施設を調査。青森でも核施設を

見学する中で、事務局長と面談。 
 18 原告団：事務局会議を開催。 
 21 日本原燃：ウラン濃縮工場で、容器の洗浄に使った廃水が漏えいしたとみられるトラブルが20日に発生し、放

射性物質の濃度が一時、管理区域内の基準を超過したと発表した。 
 28 日本原燃：再処理工場の前処理建屋で27日に、硝酸溶液が入った貯槽の排風機１台が故障し、停止したと発表

した。モーターの駆動部に焦げ跡が見つかった。 
 29 日本原燃・増田尚宏社長：定例記者会見で、ウラン濃縮工場で20日に発生した廃水漏れは配管中の異物を除去

する部品の劣化が原因の可能性と。また、2024 年末の原子力規制委員会の会合で、再処理工場など長期停止中

の施設について、委員から動作確認が必要ではないか―と問題提起があったことに対しては、「どうやって機器

の健全性を確認するか、もう一度整理している。今年の早い段階で考え方をまとめたい」と述べた。 

19

六ヶ所核燃などを巡る動き
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会員・サポーター募集中！！

核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団

〒039-1166 青森県八戸市根城9-19-9
浅石法律事務所内

TEL/FAX 0178-47-2321
振込口座（ゆうちょ銀行）
（記号 02300 番号 037486）

口座番号:02300-9-37486
口座名：『核燃阻止原告団』

他行からの振込
店名 (店番)：二三九（239）
預 金 種 目：当座
口 座 番 号：0037486

会 員 /年間6000円（購読料共）

サポーター /年間3000円（購読料共）

eメール 1man-genkoku@mwe.biglobe.ne.jp

ホームページ https://1mangenkoku.org/

お 知 ら せ

◆ 核燃裁判 2025年3月21日(金) 14:00～青森地裁

◆ 2025さようなら原発・核燃3・11青森集会 2025.3.9(日) 特別講演・小出裕章さん
（詳細は同封チラシをご覧ください）

◆ 4・9反核燃の日全国市民集会 2025.4.5(土) 11:30～13:15
リンクステーションホール青森（青森市文化会館）4階 小会議室(1)

◆ 第40回 4・9反核燃の日全国集会 2025.4.5(土) 14:00～15:00
リンクステーションホール青森（青森市文化会館）5階 大会議室

◆ 井戸謙一弁護士講演会 2025年5月10日(土) 13:30～16:00
八戸市・総合福祉会館「はちふくプラザねじょう」

演題：福島原発事故による被ばく問題 ～311子ども甲状腺がん裁判で分かったこと～

編 集 後 記

カンパを戴いた方々です。ありがとうございました。

福原加壽子、戸川雅子、渡辺つたえ、高木久仁子、和田晴美、宮内尚、赤沢美恵子、大久保徹夫、里見和夫、

浅井秀明、小林徳子、西田壽子、豊巻絹子、田中榮、高橋将之、高屋敷八千代、糸永眞吾、薄井洋一、

遠藤浩二、内田牧子、中嶌哲演、米村釗、米村栄子、山田隆一、中畑範彦、林隆志、稲葉みどり、中田美幸、
建部玲子、大庭明子、落合正史、西谷秀明、松島恵美子、大澤統子、酒井幸子、稲垣康夫、澤田秀一、
中野好子、竹田とし子、川原茂雄、西尾美和子、匿名希望の方々

冬期カンパのお願い

いつもお願いばかりで恐縮ですが、原告団は会員
の皆様の会費・カンパのご支援により運営されていま
す。今回のニュースと一緒に冬期カンパの振込用紙

を同封しました。よろしくお願いします。

終末時計89秒前 夢坊

◆日本原水爆被害者団体協議会はノーベル平和賞

を授与されたが、「核兵器は悪だが原発は平和利

用だ」という誤った二元論は正されないままであ

る。日本は核兵器禁止条約締結国会議のオブザー

バー参加も見送った。文部科学省の「中学生・高

校生のための放射線副読本」では「放射線は心配

いらないものだ」と説く。原発の放射線が心配い

らないなら、核兵器の放射能も心配いらないこと

になる。◆原子力科学者会報の表紙の時計で、人

類が核戦争で滅びる危険は訴えられるが、平和利

用の名のもとに地球環境に蓄えられ続ける放射能

の心配はしない。◆日本原燃は、重大事故対策で

は総放出量としてセシウム137換算で100テラベク

レルを十分に下回るような対策を取るとしている

という。この量を計算すると、約30グラムにしか

ならない。◆福島県で集められた大量の除染土に

は何グラムの放射能が入っているのだろう。再処

理の竣工、八戸沖の汚染まで、残り時間は短い。

会員の一言

●秋田県の自然栽培農場から「あきたこまち」を毎年買っています。安全性を考えてその農場では「あき

たこまちR」は使わない方針だそうです。（東京都 A・Mさん）

●福島原発事故から13年以上が経ち、国民をだます政策とそれに応じる司法。しかし、この六ヶ所の

再処理は亡国の事業になります。それを何とか食い止める必要があります。（神奈川県 O・Tさん）


